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町の施策・情報をお伝えします。

町からのお知らせ

種別 管内 住宅名称及び所在地 構造
年月日 間取り 月額家賃 駐車場 地デジ

受信

公
営
住
宅

御
荘

八幡野団地A-2棟（2階26号室）
御荘平城1448番地

RC造4階建
昭和51年

3DK
52.40㎡

9,700円～
14,500円 有 ◯

猪ノ尻西団地A-1棟（1階103号室）（3階305号室）
御荘平城2404番地

RC造3階建
昭和52年

3DK
53.70㎡

10,800円～
16,200円 有 ◯

中浦団地（1階1号室）（1階3号室）（1階5号室）（3階7号室）
中浦1677番地1

RC造3階建
昭和53年

3DK
56.30㎡

9,100円～
13,600円 有 ◯

東猪ノ尻団地南棟（3階13号室）
御荘平城2490番地3

RC造3階建
平成8年

3LDK
77.20㎡

22,300円～
33,300円 有 ◯

特
定
公
共
賃
貸
住
宅

城
辺

猿田団地（3階306号室）
城辺甲3851番地1

RC造3階建
平成7年

3DK
73.98㎡ 53,000円 有 ◯

西
海

久家団地（1階3号室）
久家23番地1

RC造3階建
平成8年

3LDK
94.94㎡ 37,000円 有 ※

※テレビ難視聴地域ですので、ケーブルテレビ等への加入が必要です。
①単身者でも申込みできる場合もありますが、世帯を有している方を優先します。
②入居には連帯保証人が2名必要で、敷金は月額家賃の3か月分、共益費は別途必要です。なお、入
居まで多少時間のかかる住宅もあります。

町
営
住
宅
の
入
居
者
募
集
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す

建
設
課
か
ら

都
市
計
画
に
関
す
る
住
民
説
明
会
お
よ
び
公
聴
会
を
開
催
し
ま
す

「
人
権
の
窓
」
そ
の
①

　
現
在
、
空
室
と
な
っ
て
い
る
町
営
住
宅
の
入
居
者
を

募
集
し
ま
す
。

公
募
住
宅
の
概
要（
上
表
の
と
お
り
）

申
込
受
付
期
間

　

９
月
11
日
㈪
〜
20
日
㈬

入
居
者
資
格　

（
次
の
条
件
を
す
べ

て
満
た
し
て
い
る
方
）

⑴
住
宅
に
お
困
り
で
、
町
内
に
居
住

を
希
望
す
る
方

※
持
ち
家
の
あ
る
方
は
原
則
と
し
て

申
込
資
格
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
特
別

な
事
情
が
あ
る
場
合
は
ご
相
談
く
だ

さ
い
。
た
だ
し
、
公
営
住
宅
に
住
ん

で
い
る
方
は
公
営
住
宅
へ
の
入
居
資

格
は
あ
り
ま
せ
ん
。

⑵
町
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

⑶
暴
力
団
員
で
な
い
方

※
こ
こ
で
い
う
暴
力
団
員
と
は「
暴
力

団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等

に
関
す
る
法
律
」第
２
条
第
６
号
に
規

定
す
る
暴
力
団
員
を
い
い
ま
す
。

⑷
収
入
基
準（
月
額
所
得
）

【
公
営
住
宅
】

 

15
万
８
千
円
以
下
の
方

【
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
】

　

15
万
８
千
円
以
上

　
　
　
　

〜
60
万
１
千
円
以
下
の
方

申
込
先

　

各
団
地（
住
宅
）ご
と
で
の
申
込
み

と
な
り
、
建
設
課
ま
た
は
各
支
所
で

入
居
の
申
込
手
続
き
が
行
え
ま
す
。

問
合
せ 

　

建
設
課 

℡
７
２
―

７
３
１
３

建
設
課
か
ら

　

「
愛
南
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
は
、
愛
媛
県

が
広
域
的
な
見
地
か
ら
都
市
計
画
の
基
本
的
な
方
針
を
定
め

る
も
の
で
す
。
現
在
の
計
画
は
平
成
23
年
10
月
に
策
定
し
ま

し
た
が
、「
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
」
な
ど
を
推
進
す
る
た

め
の
見
直
し
を
行
い
ま
す
。
こ
の
見
直
し（
案
）に
つ
き
ま
し

て
、
住
民
説
明
会
お
よ
び
公
聴
会
を
開
催
し
ま
す
。

⑴
住
民
説
明
会

日
時　

９
月
19
日
㈫　

19
時
〜

場
所　

愛
南
町
役
場
本
庁　

２
階
第
１
会
議
室

⑵
公
聴
会

日
時　

９
月
27
日
㈬　

15
時
30
分
〜

場
所　

愛
南
町
役
場
本
庁　

２
階
第
１
会
議
室

　

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
方
は
、事
前

に
意
見
の
要
旨
な
ど
、書
面
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す（
公

述
の
申
し
出
が
な
い
場
合
は
、公
聴
会
を
中
止
し
ま
す
）。

問
合
せ  

愛
南
町
役
場
建
設
課 

℡
７
２
―

７
３
１
３

　
　

  　

愛
媛
県
都
市
計
画
課 

℡
０
８
９
―

９
１
２
―

２
７
３
８

　

平
成
28
年
12
月
、「
部
落
差

別
の
解
消
を
推
進
す
る
法

律
」が
制
定
さ
れ
た
こ
と
を

み
な
さ
ん
は
ご
存
知
で
し
ょ

う
か
。

　

８
月
に
は
、広
島
と
長
崎

で
平
和
を
願
う
式
典
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

　

み
な
さ
ん
が
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
た
め
、
お
互
い
を
認

め
合
い
、尊
重
し
合
い
な
が

ら
幸
せ
に
生
き
て
い
く
た
め

に
仲
良
く
笑
顔
で
生
活
し
て

い
く
社
会
を
構
築
し
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

　

前
述
の
法
律
の
施
行
を

鑑
み
、い
ろ
い
ろ
な
機
会
で

「
学
び
の
場
」
を
設
け
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、
ご

参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま

す
。

〜
人
権
啓
発
室
よ
り
〜
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国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
期
間
・
納
付
猶
予
期
間
が
あ
る
方
へ

  

税
務
課
等
か
ら

９
月
納
税
等
の
お
知
ら
せ

国

民

健

康

保

険

税

4期分/
10期分

介

護

保

険

料

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

3期分/
9期分

保

育

所

保

育

料

月末

下

水

道

使

用

料

　

町
税
を
滞
納
し
て
い
る
方
に
は
、

ま
ず
督
促
状
に
よ
っ
て
納
税
を
促
し

て
い
ま
す
。
町
税
を
滞
納
さ
れ
ま
す

と
、
本
来
、
納
め
る
べ
き
税
額
の
ほ
か

に
延
滞
金
が
か
か
り
ま
す
。

❶
町
税
等
、
住
宅
使
用
料
、
住
宅
共
益

費
、
駐
車
場
使
用
料
は
、
毎
月
、
当

月
分
が
月
末
に
振
替
と
な
り
ま
す
。

❷
上
水
道
使
用
料
の
振
替
日
は
毎
月

21
日
、
再
振
替
日
は
翌
月
の
10
日

で
す
。

※
該
当
日
が
休
日
の
場
合
は
翌
日
と

な
り
ま
す
。

│
美
し
い
街
並
み
で
お
も
て
な
し
│

９
月
は
「
屋
外
広
告
物
適
正
化
推
進
運
動
強
化
月
間
」
で
す

愛
│

１
グ
ラ
ン
プ
リ
２
０
１
７
を
開
催
し
ま
す

生
涯
学
習
課
か
ら

町
民
課
か
ら

　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除（
全
額

免
除
・
一
部
免
除
・
法
定
免
除
）、

納
付
猶
予
、
学
生
納
付
特
例
の
承
認

を
受
け
ら
れ
た
期
間
が
あ
る
場
合
、

保
険
料
を
全
額
納
め
た
方
と
比
べ
、

老
齢
基
礎
年
金（
65
歳
か
ら
受
け
ら

れ
る
年
金
）の
受
け
取
り
額
が
少
な

く
な
り
ま
す
。

　

将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
を

増
額
す
る
た
め
に
、
免
除
等
こ
れ
ら

の
期
間
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
10

年
以
内
で
あ
れ
ば
遡
っ
て
納
め
る

（
追
納
）こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
免
除
等
の
承
認
を
受
け

ら
れ
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し

て
３
年
度
目
以
降
の
追
納
の
場
合
、

当
時
の
保
険
料
額
に
一
定
の
加
算
額

が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

　

追
納
は
、
古
い
月
の
も
の
か
ら
納

付
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
次
の

点
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◎
一
部
免
除
を
受
け
た
期
間
は
、
納

付
す
べ
き
保
険
料
が
納
付
さ
れ
て
い

な
け
れ
ば
追
納
は
で
き
ま
せ
ん
。

◎「
法
定
免
除
・
申
請
免
除
期
間
」

が
「
納
付
猶
予
・
学
生
納
付
特
例
期

間
」
よ
り
先
に
経
過
し
た
月
分
で
あ

る
場
合
は
、
ど
ち
ら
を
優
先
し
て
納

め
る
か
本
人
が
選
択
で
き
ま
す
。

※
追
納
の
お
申
込
み
を
希
望
さ
れ
る

方
、
ま
た
は
ご
相
談
に
つ
い
て
は
、

宇
和
島
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課
へ

お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ 

町
民
課 
℡
７
２
―

７
３
０
０

　
宇
和
島
年
金
事
務
所　

国
民
年
金
課

　
　

℡
０
８
９
５
―

２
２
―

５
５
４
４

今
月
の

 

年
金
出
張
相
談
（
予
約
制
）

 

○
９
月
20
日
㈬

　

 

10
時
〜
15
時
30
分

　

 

（
城
辺
商
工
会
館
２
階
）

問
合
せ　

宇
和
島
年
金
事
務
所

　

お
客
様
相
談
室

　

℡
０
８
９
５
―

２
２
―

５
５
６
９

　

電
話
受
付
対
応
時
間

　

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

建
設
課
か
ら

　

今
月
開
幕
す
る
え
ひ
め
国
体
に
向

け
、
県
・
市
町
が
連
携
し
て
国
体
会

場
周
辺
、
交
通
要
所
、
観
光
地
等
の

景
観
美
化
を
行
っ
て
い
ま
す
。
信
号

機
や
道
路
標
識
に
貼
ら
れ
た
ス
テ
ッ

カ
ー
、
は
り
紙
等
は
違
反
広
告
物
で

す
。
景
観
美
化
の
た
め
、
皆
さ
ん
の

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

問
合
せ 

　

建
設
課 

℡
７
２
―

７
３
１
３

　

様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
ア
ス
リ
ー
ト

の
競
技
力
向
上
を
目
指
し
「
愛
―

１

グ
ラ
ン
プ
リ
２
０
１
７
」
を
開
催
し

ま
す
。

日
時　

９
月
23
日
㈯　

受
付
11
時
45

分
〜
12
時
30
分　

競
技
開
始
13
時

場
所　

南
レ
ク
城
辺
公
園
多
目
的
広
場

種
目　

60
ｍ
走
、１
０
０
ｍ
走
、ソ
フ

ト
ボ
ー
ル
投
げ
、
キ
ッ
ク
タ
ー
ゲ
ッ

ト
、
な
わ
と
び
、
一
輪
車
競
争
、
４
×

１
０
０
ｍ
リ
レ
ー
、60
ｍ
走
家
族
対
決

表
彰　

小
学
生
以
下
の
部
の
優
勝
者

に
は
賞
状
と
メ
ダ
ル
、
中
学
生
以
上

の
部
の
優
勝
者
の
方
に
は
賞
状
、
リ

レ
ー
の
優
勝
チ
ー
ム
に
は
景
品
を
授

与
し
ま
す
。

申
込
期
限　

９
月
14
日
㈭

参
加
料　

無
料

そ
の
他　

各
種
目
に
参
加
資
格
が
あ

り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
合
せ 　

　

生
涯
学
習
課（
愛
南
体
協
事
務
局
）

 

℡
７
３
―

１
１
１
２


